
昭
和
五
七

年
号

出
生
地

本
籍

Ｉ

rL

ノ、

一

五
九

五

八

一

月
四 四 四 ○四 四

一
一
一

一
一
一

一
一
一 日

一 一 一

事
項口

国
家
公
務
員
採
用
上
級
試
験
合
格
（
法
律
）口

東
京
大
学
法
学
部
第
二
類
卒
業口

防
衛
庁
事
務
官
に
任
命
す
る口

防
衛
局
運
用
第
１
課
勤
務
を
命
ず
る

檜
町
駐
屯
地
業
務
隊
に
転
任
さ
せ
る口

長
官
官
房
総
務
課
に
転
任
さ
せ
る

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
出
向
さ
せ
る口

通
商
産
業
事
務
官
（
長
官
官
房
総
務
課
振
興
班
振
興
係
長
）
に
転
任
さ

履

歴

出
生
年
月
日

氏旧
氏
名
書

名

前堂
昭
和
三
三
年
四
月
八
日
生

外

田腫
省

務

庁

哲：
省

名



｡

一

○ 九
一
ハ 四

平
成
二

昭
和
六
三

年
号

九
一
ハ

一
ハ 五 七 五

4

四 四
月

q ■

一 ○

一
一
一
一
一

一
一
ハ
一

一

五
●
□
一 一

日

兼
ね
て
長
官
官
房
秘
書
課
勤
務
を
命
ず
る

凸

長
官
官
房
企
画
官
を
命
ず
る

長
官
官
房
秘
書
課
勤
務
を
命
ず
る

■
●

防
衛
局
防
衛
政
策
課
勤
務
を
命
ず
る

防
衛
庁
部
員
に
任
命
す
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

●

外
務
事
務
官
（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
）
に
採
用
す
る

防
衛
局
防
衛
政
策
課
政
策
第
１
班
長
を
命
ず
る

防
衛
局
防
衛
課
政
策
班
勤
務
を
命
ず
る

防
衛
局
防
衛
課
年
度
班
勤
務
を
命
ず
る

長
官
官
房
総
務
課
勤
務
を
命
ず
る

防
衛
庁
部
員
に
任
命
す
る

せ
る

事

項

省
庁
名



『

一

九

一

七

一

五

一
一
一
一

平
成
一
一

年
号

九 八 八 八
一
一 二 七 七

月

一

一

一

四

一
一
ハ

一

八 八 八 八
日

防
衛
書
記
官
に
任
命
す
る

大
臣
官
房
付
を
命
ず
る

防
衛
事
務
官
に
任
命
す
る

警
察
庁
長
官
官
房
参
事
官
（
特
殊
組
織
犯
罪
対
策
担
当
）
を
命
ず
る

警
視
長
に
任
命
す
る

運
用
局
運
用
課
長
を
命
ず
る

防
衛
庁
書
記
官
に
任
命
す
る

長
官
官
房
企
画
官
を
命
ず
る

防
衛
庁
部
員
に
任
命
す
る

命
令

防
衛
庁
本
庁
に
出
向
さ
せ
る

横
浜
防
衛
施
設
局
施
設
部
長
を
命
ず
る

け

防
衛
庁
事
務
官
に
任
命
す
る

防
衛
施
設
庁
に
出
向
さ
せ
る

事

項

省
庁
名



■

'

一
一
一
ハ

二

四

一
一
一
一
一

Ｄ
Ｂ

一
一
一
一

平
成
二
一

年
号

一

一
一
一

一

一
一
一 八

月

七

●
色
■
・
一
一
一
ハ

一

三

一

一
ハ
一

日

に
採
用
す
る

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
）

①
■

地
方
協
力
局
次
長
を
命
ず
る

防
衛
書
記
官
に
任
命
す
る

内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
に
任
命
す
る

さ
せ
る

●

■

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
総
務
官
室
）
）
に
転
任

6

内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
事
務
取
扱
を
命
ず
る

け

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
総
務
官
室
）
）
に
併
任
す
る

ｄ
色

大
臣
官
房
付
を
命
ず
る

防
衛
事
務
官
に
任
命
す
る

■

大
臣
官
房
報
道
官
を
命
ず
る

大
臣
官
房
文
書
課
長
を
命
ず
る

事

■ ■

項

省
庁
名



q

q

I

令
和
二 ○

一

一

七

平
成
二
六

年
号

八 八

一
一
一

一

○ 一 七
月

八 一

①一
一
一
一
一

一

○
日

退
職
兼
内
閣
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
イ
セ
ン
タ
ー
長
．

兼
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
次
長

内
閣
官
房
副
長
官
補

内
閣
官
房
国
際
テ
ロ
情
報
集
約
室
次
長
を
命
ず
る

内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
勤
務
を
命
ず
る

内
閣
事
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

防
衛
書
記
官
（
防
衛
政
策
局
長
）
に
採
用
す
る

内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
国
家
安
全
保
障
局
）
に
配
置
換
す
る

国
家
安
全
保
障
局
に
併
任
す
る

●

事

項

○
巳
省
庁
・
名


